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この用紙は再生紙を使用しています。 
で紙面をカラーでご覧になれます。 

愛甲公民館 〒243-0028 厚木市愛甲西 1-17-1 ☎247-1434 Fax270-2302 E ﾒｰﾙ 8623@city.atsugi.kanagawa.jp 

厚木市のホームページから 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日 時】 １月５日（金）１０時～正午  

【場 所】 愛甲公民館 集会室 

【対 象】 愛甲小に通学する児童及び地区在住の方 

【定 員】 ４０人 （定員を超えた場合は抽選） 

【持ち物】 筆、すずり、文鎮、下敷き、飲み物 

【申込み】 １２月２１日(木)までに直接または電話で 

愛甲公民館（☎２４７-１４３４）へ 
 

新年最初の行事といえば、「書き初め」ですね！気持

ちを新たに一筆書くのもよし、冬休みの宿題用として書

くのもよし。年の初めに、気軽に筆をとってみませんか。 

 
【題材について】 

◆小学３～６年生⇒愛甲小の冬休みの課題 
◆少学1・２年生、中学生以上の方⇒公民館で用意したもの 

  
 
 

 

令和６年１月２８日（日）に標記大会が開催され、南毛利南地区も

地区代表の部に出場する予定です。そこで、地区の代表として参加し

ていただける方を募集しています。参加資格は、令和５年１２月１日

から大会当日まで継続して南毛利南地区に住民登録されている高校生

以上の男子、中学生男子及び中学生以上女子となります。その他、詳

しくは愛甲公民館へお問い合わせください 

問合せ：愛甲公民館（☎２４７-１４３４） 

 
 
 
１１月４日(土)、５日(日)の２日間、南毛利南地区公民

館まつりが開催されました。両日とも天気に恵まれ、合わ
せて約２，０００人のお客様にご来場いただきました。今
回は新型コロナウイルスの影響で前回実施できなかったオ
ープニングセレモニー・模擬店及び福祉バザーが復活し、
恒例の文化作品展・芸能発表会・体験コーナー及びお楽し
み抽選会も行われ、どの会場も参加者の笑顔であふれてい
ました。 
地域のみなさまが公民館でふれあい、絆を 

深める機会としていただけたなら幸いです。 
公民館まつりにご参加及びご協力いただい 

た皆様、誠にありがとうございました。 
 

 

 １１月１２日(日)に、歩け歩け大会（愛甲ウォーク№２）を開催

しました。当日は小雨交じりのあいにくの天候でしたが、横須賀

市観音崎公園の海岸線や灯台周辺など約５キロのコースを参加者

全員が完歩しました。参加者の皆さん、愛甲公民館運営委員会（コ

ミュニティ部会、体育振興会）及び南毛利南地区地域福祉推進委

員会（健康づくり部会）の役員の皆さん、大変お疲れ様でした。 

 

 

 

  

竹灯籠に火をともして、暗闇に浮かぶ幻想的な世界を演
出します。初冬のひと時、ご近所お誘い合わせの上、やさ
しく揺らぐロウソクと LED ライトのカラフルな灯が織り
なす光のページェントを、あたたかいココアを飲みながら
お楽しみください。 
【日時】 １２月１日（金） １７時～１９時３０分 
     雨天時中止 
【場所】 宮前公園（愛甲宮前交差点・コープ野村前） 
【主催】 南毛利南地区地域づくり推進委員会 
     （ふるさとづくり推進部会） 



 
 
 
 
年末年始は「忘年会・新年会」シーズンになります。 

厚木市では、食品ロス削減を目的とした「３０１０(さ
んまるいちまる)運動」を推進しております。 

「３０１０運動」とは「宴会等のはじめの３０分と終

わりの１０分は席に着いて食事をすることで食べ残し

を減らしましょう！」ということから始まった食品ロス

削減運動です。 
食べ残しを無くして、地球にやさしい生活を心がけま

しょう！ 
また、「３０１０運動」に協力していただける飲食店

を募集しています。店内にポスター等を掲示し、「３０

１０運動」の推進に御協力ください。協力店舗は、厚木

市ホームページに「３０１０運動協力店舗」として掲載

させていただきます。 
主 催：厚木市 
主 管：厚木市ごみ対策協議会  
事務局：環境事業課 資源循環係 

 ☎２２５－２７９３  
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＊市内 15 地区の公民館だよりが厚木市のホームページ（http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/）でご覧になれます。 

 

 

市内で交通事故が多発しています。中でも、自転車や高齢者が

関係する事故の割合が目立つため、家庭や職場で交通安全につい

て話し、交通安全意識を高めましょう。 

また、年末は、交通量が増えることなどにより、交通事故の多

発が心配されます。皆様一人一人が交通安全について考え、交通

事故の防止に努めましょう。 

 
 

ボランティアで日本語講師の活動を希望されている方、既に活

動をされている方を対象に、講師としての基本知識を学ぶ講座で

す。ぜひ、お気軽に御参加ください。 
【日 時】１月１２・１９・２６日・２月２日(毎週金曜日)、 

２月６日（火）≪全５回≫ 
各日程：１８時３０分～２０時 

【場 所】あつぎ市民交流プラザ６階 ルーム６１０ 
【対 象】次のうち、いずれかに該当する方 
   (1)市内で日本語講師のボランティア活動を希望されている方 
   (2)既に市内で日本語講師のボランティア活動をされている方 
【定 員】３０人（申込み多数の場合は、抽選） 
【参加費】無料 
【申込み】講座予約システム、窓口、電話またはハガキに講座名、

〒住所、氏名(ふりがな)、電話番号を書き、１２月１５

日（金）【必着】までに〒243-8511 市民協働推進課へお

申込みください。 
【問合せ】市民協働推進課 ☎２２５－２２１５ 

 

 

 

小・中学校で校内の環境整備を行う職員を募集します。 

［主な職務内容］ 

・職員室や職員トイレ等の清掃 

・校地内の除草、花壇の手入れ 

・教職員用給食の配膳、来客時の湯茶入れ など 

［対 象］１８歳以上で心身ともに健康で熱意のある方 

［勤務先］市内小・中学校 

［勤務時間］月１０日程度 

７時３０分～１６時（うち休憩時間４５分） 

［給 与］日額８，８２０円 

（地域手当込み。月末締め翌月２１日支給） 

※条件により通勤・期末手当有り 

［任 期］任用開始日から３月３１日まで 

※最長１年。継続雇用有り 

［申込み］面接を行いますので、事前に電話連絡してください。 

［問合せ］厚木市教育委員会 教育総務課（第二庁舎５階） 

☎ ２２５－２６００ 

※令和６年度の募集について、広報あつぎ（１月１５日号）に掲

載しますので、興味のある方は御確認ください。 

 

人権週間（１２月４日から１０日）にちなんで、特設人権

相談を開催します。人権擁護委員が悩みごとや近所のもめご

となどの相談に応じます。予約不要 

ですのでお気軽にご相談ください。 

秘密は厳守します。 

【期 日】１２月６日（水） 

【時 間】９：００～１２：００、１３：００～１６：００ 

【会 場】厚木市役所本庁舎１階 総合相談コーナー 

【問合せ】市民協働推進課 人権男女相談係 

☎ ２２５－２２１５ 

 

市立小・中学校では、教職員の日常業務の多忙化緩和と休暇取

得促進のため、１２月２８日（木）を学校閉庁日とします。また、

１２月２９日（金）から１月３日（水）までは、年末年始のため

お休みとなります。 

事故などで緊急に連絡を要する場合は、 

教育委員会へ御連絡ください。 

（１２月２８日（木）８：３０～１７：１５のみ対応しています。） 

【問合せ】学校閉庁に関すること   教育総務課 ☎２２５－２６６３ 

      児童・生徒に関すること 教育指導課 ☎２２５－２６６０  

      転入・転出に関すること 学務課     ☎２２５－２６５０  

ホームページＱＲ 


